
令 和 ５ 年
10月31日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
（
環
境
政
策
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
三
件
）
（
自
然
保
護
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
三
件
）
（
自
然
保
護
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

休
猟
区
の
指
定
（
自
然
保
護
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

銃
猟
禁
止
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
二
件
）
（
自
然
保
護
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

光
市
大
字
島
田
字
八
幡
三
四
三
四
の
一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
、
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
二－

ク
ロ
ロ－

四
・
六－

ビ
ス
（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）－

一
・
三
・
五－

ト
リ
ア
ジ
ン
、
シ
ア
ン
化
合
物
、
Ｎ
・
Ｎ－

ジ
エ
チ
ル
チ
オ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
Ｓ－

四－

ク
ロ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
、
四
塩
化
炭
素
、
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ

エ
タ
ン
、
一
・
一－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
三－

ジ
ク
ロ
ロ

プ
ロ
ペ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
、
水
銀
及
び
そ
の
化
合
物
、
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
、
テ
ト
ラ
ク

ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
メ
チ
ル
チ
ウ
ラ
ム
ジ
ス
ル
フ
ィ
ド
、
一
・
一
・
一－

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ

ン
、
一
・
一
・
二－

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
砒ひ

素

及
び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物
、
ポ
リ
塩

化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
並
び
に
有
機
り
ん
化
合
物

山
口
県
告
示
第
三
百
十
三
号

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
八
年
山
口
県
告
示
第
八
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

弥
栄
鳥
獣
保
護
区
の
三

存
続
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
を
「
令

和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

弥
栄
鳥
獣
保
護
区
の
四

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
に
関
す
る
部
分
中
「
山
口
県
岩
国
農

林
事
務
所
」
を
「
山
口
県
岩
国
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
る
。

平
原
鳥
獣
保
護
区
の
三

存
続
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
を
「
令

和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

平
原
鳥
獣
保
護
区
の
四

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
に
関
す
る
部
分
中
「
山
口
県
岩
国
農

林
事
務
所
」
を
「
山
口
県
岩
国
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
る
。

中
倉
鳥
獣
保
護
区
の
三

存
続
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
を
「
令

和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

中
倉
鳥
獣
保
護
区
の
四

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
に
関
す
る
部
分
中
「
山
口
県
岩
国
農

林
事
務
所
」
を
「
山
口
県
岩
国
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
る
。

禅
定
寺
鳥
獣
保
護
区
の
二

区
域
に
関
す
る
部
分
中
「
小
郡
金
堀
町
」
の
下
に
「
、
小
郡
新
町
二
丁

一
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目
」
を
加
え
る
。

禅
定
寺
鳥
獣
保
護
区
の
三

存
続
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
を

「
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

禅
定
寺
鳥
獣
保
護
区
の
四

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
に
関
す
る
部
分
中
「
山
口
県
山
口

農
林
事
務
所
」
を
「
山
口
県
山
口
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
る
。

竜
王
山
鳥
獣
保
護
区
の
三

存
続
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
を

「
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

竜
王
山
鳥
獣
保
護
区
の
四

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
に
関
す
る
部
分
中
「
山
口
県
美
祢

農
林
事
務
所
」
を
「
山
口
県
美
祢
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
る
。

松
岳
山
鳥
獣
保
護
区
の
三

存
続
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
を

「
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

松
岳
山
鳥
獣
保
護
区
の
四

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
に
関
す
る
部
分
中
「
山
口
県
美
祢

農
林
事
務
所
」
を
「
山
口
県
美
祢
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
る
。

東
行
庵
鳥
獣
保
護
区
の
三

存
続
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
を

「
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

山
口
県
告
示
第
三
百
十
四
号

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
八
年
山
口
県
告
示
第
九
百
六
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

夏
木
原
鳥
獣
保
護
区
の
三

存
続
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
を

「
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

夏
木
原
鳥
獣
保
護
区
の
四

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
に
関
す
る
部
分
中
「
山
口
県
萩
農

林
事
務
所
」
を
「
山
口
県
萩
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
る
。

山
口
県
告
示
第
三
百
十
五
号

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
五
年
山
口
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

小
野
鳥
獣
保
護
区
の
三

存
続
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
を
「
令

和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

小
野
鳥
獣
保
護
区
の
四

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
に
関
す
る
部
分
中
「
山
口
県
美
祢
農

林
事
務
所
」
を
「
山
口
県
美
祢
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
る
。

見
島
鳥
獣
保
護
区
の
三

存
続
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
を
「
令

和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

見
島
鳥
獣
保
護
区
の
四

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
に
関
す
る
部
分
中
「
山
口
県
萩
農
林

事
務
所
」
を
「
山
口
県
萩
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
る
。

山
口
県
告
示
第
三
百
十
六
号

特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
八
年
山
口
県
告
示
第
八
百
二
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

松
岳
山
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
三

存
続
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
三
十
五
年
十
月
三

十
一
日
」
を
「
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

東
行
庵
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
三

存
続
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
三
十
五
年
十
月
三

二
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十
一
日
」
を
「
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

山
口
県
告
示
第
三
百
十
七
号

特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
二
年
山
口
県
告
示
第
九
百
五
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

平
原
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
三

存
続
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十

一
日
」
を
「
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

平
原
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
四

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
に
関
す
る
部
分
中

「
山
口
県
岩
国
農
林
事
務
所
」
を
「
山
口
県
岩
国
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
る
。

山
口
県
告
示
第
三
百
十
八
号

特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
五
年
山
口
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

三

存
続
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
五
年
十
月
三
十

一
日
」
に
改
め
る
。

四

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
に
関
す
る
部
分
中
「
山
口
県
美
祢
農
林
事
務
所
」
を

「
山
口
県
美
祢
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
る
。

山
口
県
告
示
第
三
百
十
九
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
休
猟
区
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

名
称

引
谷
休
猟
区

二

区
域

山
口
市
徳
地
野
谷
、
徳
地
船
路
及
び
徳
地
引
谷
の
区
域
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
（
面
積

二
、
三
八
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

三

存
続
期
間

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
山
口
農
林
水
産
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。
）

一

名
称

小
野
山
休
猟
区

二

区
域

萩
市
大
字
明
木
及
び
大
字
佐
々
並
の
区
域
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
（
面
積

一
、
〇
六
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

三

存
続
期
間

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
萩
農
林
水
産
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
三
百
二
十
号

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
八
年
山
口
県
告
示
第
八
百
二
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

光
湾
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
二

区
域
に
関
す
る
部
分
中
「
島
田
二
丁
目
」
の
下
に
「
、
中
央

一
丁
目
」
を
、
「
中
央
二
丁
目
」
の
下
に
「
、
中
央
三
丁
目
」
を
加
え
る
。

光
湾
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
三

存
続
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一

日
」
を
「
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

光
湾
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
四

禁
止
又
は
制
限
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類
に
関
す
る
部
分
中

「
山
口
県
周
南
農
林
事
務
所
」
を
「
山
口
県
周
南
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
る
。 二
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三
丘
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
三

存
続
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一

日
」
を
「
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

三
丘
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
四

禁
止
又
は
制
限
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類
に
関
す
る
部
分
中

「
山
口
県
周
南
農
林
事
務
所
」
を
「
山
口
県
周
南
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
る
。

姫
山
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
二

区
域
に
関
す
る
部
分
中
「
山
口
市
大
内
御
堀
」
を
「
山
口
市

大
内
姫
山
台
、
大
内
御
堀
」
に
改
め
る
。

姫
山
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
三

存
続
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一

日
」
を
「
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

姫
山
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
四

禁
止
又
は
制
限
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類
に
関
す
る
部
分
中

「
山
口
県
山
口
農
林
事
務
所
」
を
「
山
口
県
山
口
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
る
。

山
口
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成
五
年
山
口
県
告
示
第
八
百
三
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

呼
坂
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
三

存
続
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一

日
」
を
「
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

呼
坂
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
四

禁
止
又
は
制
限
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類
に
関
す
る
部
分
中

「
山
口
県
周
南
農
林
事
務
所
」
を
「
山
口
県
周
南
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
る
。

埴
生
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
三

存
続
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一

日
」
を
「
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

埴
生
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
四

禁
止
又
は
制
限
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類
に
関
す
る
部
分
中

「
山
口
県
美
祢
農
林
事
務
所
」
を
「
山
口
県
美
祢
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

四
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